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第１章 施設白書とその活用について 

１．公共建築物を維持保全・有効活用するための施設白書の作成 

河内長野市は、昭和４０年代からの大規模団地開発により、人口増加や行政需要の

拡大を背景に都市基盤整備を進めるとともに、多くの施設を建設してきました。しか

し、今後は人口減少、少子高齢社会の中、これらの施設を現在の姿のままで維持する

ことは非常に困難になるという問題意識から、「公共施設の維持保全・有効活用方針」

を策定することとなりました。 

本白書は、この方針策定の裏付けとなるバックデータを提供するとともに、今後、

基本方針や基本計画を策定する際の基礎資料として位置付けています。本白書で扱う

対象施設は、市役所、学校、公民館などの「公共建築物」で、当市が保有する公共建

築物の実態把握を行い、次のステップに進むための材料づくりを行っております。 

本白書の内容から問題抽出を行い、整備対象施設の抽出を行うことが目的です。 

本白書を活用し、今後の次世代に合った保有施設の再構築への着実な一歩へと繋げ

ていくために、次の段階へと進めていくことが重要であると考えています。 

 

２．施設白書の全体構成 

 施設白書の全体の流れは、図 １-１の通りです。 

 

 

図 １-１ 施設白書の全体構成 

 

 

施設白書の必要性と活用方針などに関する全体概要 

・施設白書を活用することについて 
・施設白書の全体構成とその概要について 
・施設白書における必要項目の列記と解説 

用途分類「所管」別、対象施設の個別情報 

全国および大阪府の基準値との比較と将来推計 
・全国および大阪府基準と河内長野市との比較 
・人口からみた河内長野市の保有施設量の将来推計 

全国の自治体が保有する公共施設の延床面積 
・人口と延床面積の関係 

・全国自治体からみた 1 人あたりの公共施設量の基準値 

 施設白書とその活用について 

全国自治体における現状 

河内長野市の現状 

対象施設の個別情報 

ベンチマークによる把握 

保有施設全体の現状把握 
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第２章 保有施設全体の現状把握 

１．全国自治体における保有施設の現状 

全国の自治体の基本情報のうち、保有施設の総延床面積と人口について、その関係

を示したのが図 ２-１です。ここから、市区町村では、保有施設の総延床面積と人口

とは、ほぼ比例関係にあることがわかります。ただし、ここでは y 切片を 0 としてい

ます。 

 

 

図 ２-１ 全国自治体における保有施設の総延床面積と人口の関係 

 

ここから、人口 1 人あたりの公共施設の延床面積は、約 3.2 ㎡程度であると思わ

れます。 
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２．河内長野市における保有施設の現状と将来推計 

（１）基準値による比較 

 河内長野市における保有施設の総延床面積を、人口 1 人あたりでみると、およそ

2.3 ㎡となります。これは全国基準の約 3.2 ㎡を下回っているものの、どのような種

類の公共施設であっても、全国基準以下であるとは限りません。 

 そこで、公共施設を「本庁舎」「消防施設その他」「小学校」「中学校」「公営住宅」

「公園」「公共用財産その他」「普通財産」の 8 分類に区分し、それぞれについて全国

基準、および大阪府基準と河内長野市の実態を図 ２-２に示しました。なお「公共用

財産その他」には、高等学校・図書館・博物館・美術館・公民館・高齢者福祉施設・

体育館・清掃施設が含まれ、「普通財産」には宅地等が含まれています。 

 

 

図 ２-２ 全国標準および大阪府内の自治体と河内長野市との比較 

(人口 1 人あたりの延床面積による) 

 

 比較の結果、全国的にみても、大阪府における公営住宅の保有延床面積は 2 倍ほど

ありますが、この傾向は河内長野市にはなく、大阪府の基準のみならず、全国基準を

も大きく下回っていることがわかります。 

 河内長野市において、基準を上回っているのは「本庁舎」と「小学校」、「中学校」

です。しかし、これらは河内長野市の面積や人口分布にも由来するので、単純に多い

と決定することはできませんが、人口分布や人口密度、また将来推計を含めて、学校

区毎などの現状確認等は必要であるといえます。また、「公共用財産その他」も、大

阪府の基準のみ上回っています。 
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（２）地図表示による人口 1 人あたりの総延床面積とその将来推計 

1 人あたりの総延床面積とその将来推計を図 ２-３～図 ２-６に示します。 

 

図 ２-４ 1 人あたりの総延床面積

（2020 年推計） 

図 ２-３ 1 人あたりの総延床面積 

（2010 年） 

図 ２-６ 1 人あたりの総延床面積 

（2040 年推計） 

図 ２-５ 1 人あたりの総延床面積 

（2030 年推計） 
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 ただし、総延床面積は 2010 年の施設量のまま一定と仮定しています。また将来

推計を行った人口は、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」を用い

ています。 

 前述しているように、自治体によって事情が異なるため、単純比較することはでき

ません。ここでは河内長野市は、現在の公共施設の保有状況からみても、将来的に市

民 1 人あたりの延床面積は増加していくことがわかります。これは市民の負担の増加

を意味しており、現状の延床面積量を維持することは難しいといえます。 

 さらに、2010 年の地図について、公共施設を「本庁舎」「消防施設その他」「小学

校」「中学校」「公営住宅」「公園」「公共用財産その他」「普通財産」の 8 分類に区分

した場合の図を図 ２-７～図 ２-１４に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２-８ 消防施設その他の延床面積 

（1 人あたり・2010 年） 

図 ２-７ 本庁舎の延床面積 

（1 人あたり・2010 年） 
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図 ２-９ 小学校の延床面積 

（1 人あたり・2010 年） 

図 ２-１０ 中学校の延床面積 

（1 人あたり・2010 年） 

図 ２-１１ 公営住宅の延床面積 

（1 人あたり・2010 年） 

図 ２-１２ 公園の延床面積 

（1 人あたり・2010 年） 
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周辺自治体の 1 人あたりの延床面積からみても、本庁舎と小学校、中学校の延床面

積はやや大きいことがわかります。ですが、いずれも前述したように、現状確認の必

要があるにすぎません。また、施設毎に経年も違うため、このような施設情報も含ん

で、さらに人口や財政状況など、自治体の状況も含めた判断をする必要がありますが、

そのようなさまざまな情報と組み合わせるための参考資料のひとつとすることがで

きます。 

  

  

図 ２-１３ 公共用財産その他の 

 延床面積 

（1 人あたり・2010 年） 

図 ２-１４ 普通財産の延床面積 

（1 人あたり・2010 年） 
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第３章 対象施設の個別情報 

１．対象施設の用途分類指標 

用途分類は、「所管」および「利用」の 2 視点から行っています。「所管」は、施設

の運用・管理に不可欠な費用の捻出を焦点とし、国の省庁の所管に着目し、表 ３-１

のように設定しています。ただし、［公用］については、施設を保有する自治体が直

接管理するため、別途分類項目としています。 

用途の分類項目の 2 つめは「利用」による分類です。施設の利用状況を焦点とし、

人の活動に着目して、これに伴う設備の程度に基づいた用途分類を行い、これを表 

３-２のように設定しています。 

 用途分類を２つ設定することで多面的な分析が可能となり、これらを組み合わせる

ことにより、最大で７×７項目＝４９項目の分析ができることになります。 

 

 

表 ３-１ 用途分類「所管」 

 
 

戸 
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表 ３-２ 用途分類「利用」 
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２．対象施設の用途分類別一覧 

 対象施設を用途分類「所管」別に区分した一覧を、表 ３-３に示します。 

  

表 ３-３ 対象施設の用途分類別一覧 

施設コード 施設名 所在地 延床面積 

 
公用（1 施設／16,908 ㎡） 

A011 市庁舎 原町 1-1-1 16908 

 
教育文化（39 施設／173,745 ㎡） 

A012 文化会館（ラブリーホール） 西代町 12-46 11037 

A024 川上公民館 寺元 501 435 

A025 加賀田公民館 加賀田 617-4 403 

A026 高向公民館 高向 515-3 400 

A027 千代田公民館 木戸西町 1-2-9 1241 

A028 三日市公民館 三日市町 288-1 853 

A029 天見公民館 岩瀬 1244 394 

A030 天野公民館 天野町 1520-5 419 

A031 南花台公民館 南花台 8-4-1 458 

A042 図書館（キックス） 昭栄町 7-1 7636 

A045 滝畑ふるさと文化財の森センター（資料館） 滝畑 483-3 311 

A048 ふるさと歴史学習館 高向 2230-5 737 

A049 武道館 西代町 904-1 492 

A050 市民総合体育館 大師町 25-1 4699 

A051 赤峰市民広場 小山田町 379-1 1220 

A054 滝畑ふるさと文化財の森センター（研修宿泊施設） 滝畑 483-3 2074 

A056 寺ケ池公園プール 千代田台町 19-1 340 

A164 学校給食センター 小山田町 379-3 2670 

A177 千代田小学校 木戸町 649 8407 

A178 長野小学校 西代町 14-1 8403 

A179 小山田小学校 小山田町 590-1 6964 

A180 天野小学校 下里町 365 5623 

A181 高向小学校 高向 86 4947 

A182 三日市小学校 上田町 380 6944 

A183 加賀田小学校 加賀田 568-1 6485 

A184 天見小学校 天見 2370-1 2856 

A185 楠小学校 楠町東 1011 7032 

A186 石仏小学校 石仏 662 6234 

A187 南花台小学校 南花台 2-11-1 6253 

A188 川上小学校 清見台 4-18-1 6108 

A189 美加の台小学校 美加の台 3-25-1 6688 

A191 長野中学校 本多町 3-1 8828 

A192 東中学校 日東町 26-1 7871 

A193 千代田中学校 市町 1367-1 8306 

A194 西中学校 下里町 257-3 7013 

A195 加賀田中学校 石仏 570 7898 

A196 南花台中学校 南花台 6-6-1 6919 

A197 美加の台中学校 美加の台 7-2-1 7145 

A198 三日市幼稚園 上田町 200-1 1002 

 

福利厚生（14 施設／20,750 ㎡） 

A001 千代田台保育所 千代田台町 1-1 1520 

A002 児童療育支援プラザ 栄町 25-37 516 

A003 福祉センター（錦渓苑） 大師町 26-1 2056 

A004 障がい者福祉センター（あかみね） 小山田町 379-16 1542 

A005 障がい者福祉センター（あかみね分館） 小山田町 379-1 471 

A009 市民公益活動支援センター（るーぷらざ） 昭栄町 8-12 306 

A014 河内長野駅前市民センター 長野町 5-1-303 628 

A016 フォレスト三日市 三日市町 32-1 2715 

A062 休日急病診療所 菊水町 2-13 597 

A063 保健センター 菊水町 2-13 885 

A094 滝畑レイクパーク 滝畑 2294-1 394 

A096 河内長野荘 末広町 3-25 3423 

A150 市営斎場※ 天野町 1304-3 ― 

A152 衛生処理場 高向 2092 4417 
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施設コード 施設名 所在地 延床面積 

A259 子ども子育て総合センター「あいっく」 本町 24-1 1280 

 

建設交通（5 施設／16,152 ㎡） 

A061 寺ケ池公園管理事務所 小山田町 674-5 525 

A085 市営桜ヶ丘住宅 木戸東町 5-30 2289 

A086 市営栄町住宅 栄町 30 3803 

A087 市営昭栄住宅 昭栄町 11-1 3124 

A088 市営三日市西住宅 三日市町 146 6411 

 
警察消防（3 施設／4,757 ㎡） 

A064 消防署本署※ 本町 4-8 911 

A065 消防署北出張所 木戸 1 丁目 23-5 330 

A066 消防署南出張所 南花台 8-4-3 514 

A260 消防防災拠点施設 小山田町 1663-3 3913 

 

その他庁舎（7 施設／17,792 ㎡） 

A032 滝畑コミュニティセンター 滝畑 541 584 

A033 
小山田コミュニティセンター・地域福祉センター 

（あやたホール） 
小山田町 1824-4 1465 

A034 
清見台コミュニティセンター・地域福祉センター 

（くすのかホール） 
清見台 4-18-2 870 

A035 
日野コミュニティセンター 

（みのでホール） 
日野 980 995 

A043 市民交流センター（キックス） 昭栄町 7-1 7489 

A091 林業総合センター（木根館） 高向 1818-1 537 

A190 旧南花台西小学校 南花台 4-24-1 5852 

解体予定である市営斎場※、消防署本署※は評価外としています。 
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３．対象施設の河内長野市における割合と構成比 

 河内長野市における対象施設と対象外施設の割合と、用途分類「所管」別の構成比

は、図 ３-１のようになります。対象施設は河内長野市が保有する公共施設の約 88％

を占めていることがわかります。また、対象施設の構成比ですが、小学校・中学校・

公民館のような用途分類［教育文化］に相当する施設の延床面積が、対象施設のおよ

そ 6 割となっていることなどがわかります。 

 

 
図 ３-１ 対象施設と対象外施設の割合、および構成比（延床面積による） 
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４．対象施設の用途分類別個別情報 

 対象施設の施設毎（敷地単位）の情報から、施設（敷地単位）カルテを作成してい

ます。以降の（1）から（7）には、用途分類「所管」毎に施設（敷地単位）カルテ

を掲載しています。 

 

（１）用途分類「所管」：公用（評価対象１施設/16,908 ㎡） 

 ［公用］に分類される施設は、以下の１施設です。 

 

 A011 市庁舎 

 



14 

 

 



15 

 

（２）用途分類「所管」：教育文化（評価対象 39 施設/173,745 ㎡） 

［教育文化］に分類される施設は、以下の 39 施設です。なお、キックスについては

「図書館（キックス）」と「市民交流センター（キックス）」に分けて用途分類を行って

います。 

 

 A012 文化会館（ラブリーホール） 

 A024 川上公民館 

 A025 加賀田公民館 

 A026 高向公民館 

 A027 千代田公民館 

 A028 三日市公民館 

 A029 天見公民館 

 A030 天野公民館 

 A031 南花台公民館 

 A042 図書館（キックス） 

 A045 滝畑ふるさと文化財の森センター（資料館） 

 A048 ふるさと歴史学習館 

 A049 武道館 

 A050 市民総合体育館 

 A051 赤峰市民広場 

 A054 滝畑ふるさと文化財の森センター（研修宿泊施設） 

 A056 寺ケ池公園プール 

 A164 学校給食センター 

 A177 千代田小学校 

 A178 長野小学校 

 A179 小山田小学校 

 A180 天野小学校 

 A181 高向小学校 

 A182 三日市小学校 

 A183 加賀田小学校 

 A184 天見小学校 

 A185 楠小学校 

 A186 石仏小学校 

 A187 南花台小学校 

 A188 川上小学校 

 A189 美加の台小学校 

 A191 長野中学校 

 A192 東中学校 
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 A193 千代田中学校 

 A194 西中学校 

 A195 加賀田中学校 

 A196 南花台中学校 

 A197 美加の台中学校 

 A198 三日市幼稚園 
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（３）用途分類「所管」：福利厚生（評価対象 14 施設/20,750 ㎡） 

 ［福利厚生］に分類される施設は、以下の 15 施設です。ただし、市営斎場は今後

解体・新設予定ですので、評価には含んでいません。そのため、施設（敷地単位）カ

ルテは 14 施設が対象となっています。 

 なお、河内長野駅前市民センター、フォレスト三日市、子ども子育て総合センター

「あいっく」は床のみ保有しています。 

 

 A001 千代田台保育所 

 A002 児童療育支援プラザ 

 A003 福祉センター（錦渓苑） 

 A004 障がい者福祉センター（あかみね） 

 A005 障がい者福祉センター（あかみね分館） 

 A009 市民公益活動支援センター（るーぷらざ） 

 A014 河内長野駅前市民センター 

 A016 フォレスト三日市 

 A062 休日急病診療所 

 A063 保健センター 

 A094 滝畑レイクパーク 

 A096 河内長野荘 

 A150 市営斎場※ 

 A152 衛生処理場 

 A259 子ども子育て総合センター「あいっく」 
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（４）用途分類「所管」：建設交通（評価対象 5 施設/16,152 ㎡） 

 用途分類［建設交通］に分類される施設は、以下の 5 施設です。 

 

 A061 寺ケ池公園管理事務所 

 A085 市営桜ヶ丘住宅 

 A086 市営栄町住宅 

 A087 市営昭栄住宅 

 A088 市営三日市西住宅 
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（５）用途分類「所管」：警察消防（評価対象 3 施設/4,757 ㎡） 

 ［警察消防］に分類される施設は、以下の 4 施設です。ただし、「消防署本署」は

今後解体予定であるため、評価等には含んでいません。そのため、施設（敷地単位）

カルテは 3 施設が対象となっています。 

 

 A064 消防署本署※ 

 A065 消防署北出張所 

 A066 消防署南出張所 

 A260 消防防災拠点施設 
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（６）用途分類「所管」：その他庁舎（7 施設/17,792 ㎡） 

 ［その他庁舎］に分類される施設は、以下の 7 施設です。なお、キックスについて

は、「市民交流センター（キックス）」と「図書館（キックス）」に分けて用途分類を

行っています。 

 

 A032 滝畑コミュニティセンター 

 A033 小山田コミュニティセンター・地域福祉センター（あやたホール） 

 A034 清見台コミュニティセンター・地域福祉センター（くすのかホール） 

 A035 日野コミュニティセンター（みのでホール） 

 A043 市民交流センター（キックス） 

 A091 林業総合センター（木根館） 

 A190 旧南花台西小学校 
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（７）用途分類「所管」：公営企業 

 対象施設で、ここに分類される施設はありません。 
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第４章 まとめ 

 

本市は昭和 40 年代以降、人口の増加とともに公共施設の整備が進められてきまし

た。市制施行時には約 3 万人であった人口がピーク時には約 12 万人（平成１1 年度

）となり、現在市が保有する公共建築物は延床面積で約 28 万㎡となっています。建

築後 30 年以上経過している建物は約５割ですが 10 年後には約 7 割に達し、今後、

大規模改修など更なる費用がかかることが明白となっています。 

一方、市の財源は、生産年齢人口の減少による市税の減少や国の補助金の見直しに

より財政状況は厳しさを増し、また老年人口の増加により社会保障費は増加していく

中で、今までと同じように公共施設整備にお金をかけられなくなってきているのが現

状です。 

公共建築物は、これまで人口の増加とともにその需要に応じる形で整備されてきま

した。人口がピークを迎えたときに対応する形で整備され、その後人口が減少に転じ

た後も総量は基本的には縮小されることなく保有し続けています。 

カルテにした 69 施設は、市が保有する公共建築物の延床面積の約 9 割を占めてい

ます。カルテは各施設の現状を把握できる資料であり、今後、本白書を「（仮称）公

共施設の維持保全・有効活用計画」の基礎資料として活用し、国の「公共施設等総合

管理計画」策定の趣旨に沿って、今後の公共建築物におけるサービスのあり方（この

サービスはこの施設でなければ提供できないか）、公共建築物の適正な総量（今の市

の財源、人口に見合った総量であるか）について検討していく必要があると考えてい

ます。 

 


